
各制度融資申請の流れ ～フローチャート～

・申込み期間は年間随時。予算上限に達した時点で受付終了とする。

事 業 者

金 融 機 関

太田商工会議所
太田市役所産業ミライ推進課

群 馬 県 信 用 保 証 協 会

太田市役所産業ミライ推進課へ報告書提出

・小口資金
・小口資金の条件変更
・小口資金の借換
①融資残高が融資総額の半分以下
②融資残高が200万円以上
（①②両方満たす）

季節資金

(保証無)

・経営安定資金
（小口資金の借換要件外含む）
・設備近代化資金
・緊急特別資金
・季節資金（保証付）
・上記の条件変更
※創業経営安定資金は
Ｐ.13下部も参照

融 資 実 行

・「融資実行報告書」を提出（なお条件変更の場合は「制度融資変更報告書」を提出）
・小口資金（設備資金）と設備近代化資金は設置完了報告書を合わせて提出
・季節資金は毎月１０日に支店ごとにまとめて報告


